
 

古 都 鎌 倉 特 定 区 域 

 

 

●都市計画法第８条第６号に規定する景観地区のうち鎌倉景観地区内 

●鎌倉市風致地区条例第６条第１項第３号に規定する第３種風致地区のうち坂ノ下、由比ガ浜四 

丁目、材木座五丁目及び材木座六丁目地内 

第３種風致地区 

（坂ノ下、由比ガ浜四丁目、材木

座五丁目・六丁目） 

第１種地域 

第２種地域 

第３種地域 

第４種地域 

第５種地域 


